
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２２年４月１９日、田町運転区と大田運輸区では労働基準法

第３６条に基づく時間外・休日労働に関する労使協定（３６協定）

を締結しました。 

 これまで、輸送サービス労組選出の労働者代表は、職場の皆さん

の「命」「安全」「健康」を守り、働きやすい職場をつくるために全

力で会社と議論を行ってきました。 

 ３６協定は締結されましたが、誰もが安心して働ける職場は、労

働者代表の力だけつくるものではありません。「36協定が締結され

たから終わり」というわけでもありません。全組合員・社員でより

よい職場をつくりあげていきましょう！ 


